
別紙３ 

 

更新日 平成29年３月27日  

 

   平成29年３月日置市教育委員会定例会の結果について 

 

１ 日時 平成29年３月23日（木） 

午後４時から午後６時10分まで 

２ 場所 日置市中央公民館 研修室２、３（３階） 

（日置市伊集院町郡一丁目100番地） 

３ 議題及び審議会の

結果概要 

１  平成 28年度日置市一般会計補正予算（第 11号）の市長への意見具申について  

２  平成 29年度日置市一般会計当初予算の市長への意見具申について  

３  日置市奨学資金貸付基金条例の一部改正に係る市長への意見具申について  

４  日置市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正について  

５  日置市立小・中学校閉校及び開校記念事業費補助金交付要綱の制定について  

６  日置市日吉地域小学校再編に係る指定制服等購入事業費交付金交付要綱の制

定について  

７  日置市中央公民館長等の任命について  

８  第三次日置市子ども読書活動推進計画について 

 

１から３ついて承認され、４から８については可決され

た。 

４ 出席委員 内村友治、田代宗夫、比良信幸、折田智子、中島辰矢 

５ 公開・非公開の別 公開  

６ 傍聴者数 ０人 

７ 問合せ先 日置市教育委員会教育総務課 

電話248-9426（直通） 
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平成 28 年度 日置市教育委員会定例会（３月）議事録 

 

○日時：平成 29 年３月 23 日（木）16 時 00 分～18 時 07 分 

○場所：日置市中央公民館 研修室２、３（３階） 

○出席者 

委 員： 田代教育長、内村委員長、中島委員、折田委員、比良委員 

事務局：宇田（事務局長）、松田（教育総務課長）、平地（社会教育課長）、

豊永（学校教育課長）、福山（東市来支所教育振興課長）、丸田（日

吉支所教育振興課長）、秋葉（吹上支所教育振興課長）、馬塲（教

育総務係長）、横枕（教育総務課長補佐）、新川（教育総務係） 

     

     

１ 開会 

内村委員長：それでは、定例教育委員会を始めたいと思います。 

 

２ 前回議事録の承認 

内村委員長：前回議事録の承認ということで、修正があればお願いします。  

比良委員：１ページ２行目の「釜踊り」を「鎌踊り」に訂正をお願いしま

す。 

それから、３行目の「おひさま運動の」を「おひさま運動も」に、

「ございました」を「感じられました」に修正をお願いします。  

内村委員長：他にございませんか。 

田代教育長：３ページの下から２段落目のステージドリルショーを「ステー

ジ上で動きながら演奏を行うもの」と修正をお願いします。  

それから、５ページの「雄三氏」を「勇三氏」に修正をお願いし

ます。 

内村委員長：他にございませんか。 

（特になし） 

内村委員長：特にないようですので、前回の議事録は承認いたしました。  
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３ 委員及び教育長の報告 

内村委員長：委員及び教育長の報告ということで、比良委員からお願いしま

す。 

比良委員：３月３日（金）は、伊集院地域公民館講座の閉講式がございまし

た。85 講座、約 1,400 名の方が学んで、生涯学習にふさわしい試

みで非常にいいことだと思いました。４つほど成果発表がございま

したが、高齢の方が自分で作った和服を着てファッションショーを

行っており、とても良い事だと思いました。また、珍しいものでは、

飯牟礼校区がさつま狂句という教室を開催していました。 

講師は、元鴨池公民館館長の山元一八氏でした。「美しく老いる」

という題で、高齢になったときの生活や健康、友達や趣味について

などをお話されて良かったと思います。 

伊作小の新校舎落成式に参加しました。小学生が立派にお礼も言

えており、卒業生も新しい校舎で卒業ということで、非常に良かっ

たと思います。 

それから、伊集院中学校の卒業式にも出席しました。131 名の生

徒が一糸乱れず所作や礼儀ができており、参加者も 10 年前とは見

違えるようだとおっしゃっておりました。最後の合唱も元気が良く、

男子が多いためか非常に声も大きかったです。 

それから、飯牟礼幼稚園は９名卒園、土橋小学校も９名卒業でご

ざいました。いずれも小規模でしたが、挨拶から返事まで申し分な

くできており、とてもよい卒業式でした。以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。折田委員お願いします。 

折田委員：伊作小学校の校舎落成式と卒業式について報告いたします。  

伊作小学校の校舎完成式典は３月３日（金）に行われました。短

い時間でしたが、子どもたちも姿勢よくできたのではないかと思い

ます。 

吹上中学校の卒業式は、生徒のお辞儀がとてもきれいで、私が告

示を終えて挨拶をするときも、顔を上げたらまだお辞儀をしており

ました。どのあいさつをするときも綺麗なお辞儀をしていてとても
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印象的でした。羽目を外したりすることもなく、とても落ち着いて

いい卒業式でした。 

本日は和田小学校の卒業式に出席しました、３名の卒業式でした。

校長先生から卒業証書を貰って、将来の夢を語っていました。それ

ぞれ「弁護士になりたい」、「農業をしたい」、「保育士になりた

い」ということでした。大きな声でしっかり発表ができていました。

また、地域の方の参加が多く、小さな学校でも地域の方々で支えて

いることを感じられ、とてもよい卒業式でした。以上です。  

内村委員長：ありがとうございました。中島委員お願いします。 

中島委員：伊作小学校新校舎落成式は、所用のため欠席いたしました。  

３月 14 日（火）は、東市来中学校の卒業式でした。インフルエ

ンザで 23 名の卒業生が卒業証書を貰えないという、少し寂しい卒

業式となりましたが、後日体育館で授与されたということです。去

年はマスクの着用がなかったということもあり、今年は在校生や保

護者を含めた全員にマスクの着用をお願いして、感染を未然に防げ

ればよかったのですが 23 名が欠席ということでした。 

３月 17 日（金）は、東市来幼稚園の卒園式でした。園児たちが

新しく小学校に入ると考えれば、まだまだ小さく感じ、ランドセル

も大きいだろうと感じながら入学式を楽しみにしているところで

す。 

本日は、美山小学校の卒業式に行きました。７名の卒業生でした。

とても元気が良く、国歌や校歌も元気よく歌っており、卒業生１人

１人が会場に鳴り響くくらい大きな声で将来の夢を語り、卒業証書

を貰っていました。最初から最後まで涙１つ見せることはなく、保

護者の方が涙をぬぐう姿が多く感じました。とてもよい卒業式だっ

たと思います。また機会があれば参加したいと思うところでした。

以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

私の方は、３月１日（水）に、吹上高校の卒業式に出席しました。

名前を呼ばれると、１人１人がしっかり挨拶しており、当たり前の
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ことがしっかりできていて感動しました。全員就職や進学が決まっ

ているということで良かったです。退場の時に、それぞれの先生に

感謝の言葉を言っていて、こみあげてくるものがあったかと思いま

す。先生と生徒の信頼関係が深かったと感じ、すがすがしい卒業式

でした。 

３月３日（金）は、伊作小学校の校舎完成記念式典でした。 

３月 14 日（火）は、日吉中学校の卒業式でした。42 名というこ

とで、最後の２クラスでした。その中で、仰げば尊しを歌っていま

したが、この歌を歌う学校が少ない中で、日吉中学校は、先生や友

達への感謝の気持ちを込めて歌っておりました。 

３月 17 日（金）は、日置小附属幼稚園の卒園式でした。卒園生

は４名でした。４月は入園者がいないというなかで、子どもたちが

とてもはきはきとしており、これなら小学校に入っても大丈夫だと

安心しました。 

今日は日置小の卒業式でした。卒業生は 18 名でした。 

それから、日吉地域の再編準備員会に出席し全地区が小中一貫義

務教育学校の設置に賛成し、一歩前進しました。また、校章につい

ても修正を行いながら最優秀賞を決めるということでした。また校

歌については、462 点のフレーズがございまして、今後校歌にふさ

わしくないものを省いたうえで、作詞家にお願いするということで

した。制服についてはブレザー型に決定し、試作品を発注する運び

となりました。以上です。 

中島委員：言い忘れておりましたが、美山小学校の卒業式がございました

が、美山小学校の方で薩摩焼を使用した茶碗がございまして、そ

の縁もあり、薩摩焼振興会長や、メディアも２社ほど来られまし

た。また、上薗校長も退職となりましたが、記念品として、校訓

と名前が書かれた 30 ㎝ほどの平皿と、給食で使っていた茶碗が渡

されました。４年生になるときに茶碗が少し大きくなるようで、

新４年生には今まで使っていた茶碗と少し大きな茶椀が渡されて

いました。以上です。 
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内村委員長：ありがとうございました。次に教育長お願いします。  

田代教育長：人事異動につきましては、臨時で会を開いていただきありがと

うございました。無事何事もなく終了しましたが、教職員はＢ地

区Ｃ地区と分けられており、Ｃ地区は離島になります。教職員は

基本的に１回、事務職員は２回離島に行くことになっております。

Ａ地区はこの辺りのへき地でないところです。Ｂ地区は曽於、肝

付、阿久根方面となっており、辺鄙なところになりますので、１

時間くらいかかる人もいらっしゃいます。Ｂ地区は遠い場合自分

で家を借りるなどを前提としてＢ地区を希望した方が良いと思い

ます。今のところは問題ないということですが、距離という意味

では非常に課題となっております。 

２つ目が議会についてですが、人工芝のサッカー場の問題と、吹

上体育館の空調施設については、非常に高いお金がかかりますので、

人工芝を吹上浜の多目的広場に２面作るということで、人工芝の費

用が６億円、空調が２億円ほどかかると思われます。これは、2020

年に開催される国体のレスリング会場になっていまして、それに合

わせて壁型の輻射式冷暖房システムで作るということになってい

ます。なぜここまでお金がかかる種目をもってきたのかという方も

いらっしゃいます。せっかくの機会ですので是非やりたいと思うと

ころですが、県内を見てみますと、空調のある施設が、鹿児島市、

霧島市、薩摩川内市、鹿屋市など大きなところはございますが、日

置市くらいの人口規模の所は今からでございます。ゆくゆくは避難

所なども作らなければいけませんし、よい機会だと考えています。

作らなければ、合宿等で使うところが減っていきますので、それに

合わせて作ることで合宿を呼び込む方が良いのではないかという

ことです。高いものを作っても市民は使わない。人工芝についても

高い費用をかけなくてよいという意見もございます。しかし、４地

域でも吹上は大きな施設がありません。合宿を中心に使用される施

設が吹上にございますが、人工芝は１年中使えても天然芝は雨が降

ったら使えないうえに、試合をしたらしばらく置かなければいけま
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せん。年間 70 日ほどしか使えないという問題があり、そういった

ことを踏まえたら人工芝が必要ということです。 

市長としては、合併特例債が 32 年度までしか使えないため、こ

の機会に作らなければいけないと思っていますが、反対の方は、サ

ッカー場ではなく、市民が楽しむような施設を作らなければいけな

い。サッカー場を作ってしまえばそういった施設が作れなくなると

いったご意見もございます。その中で、昨日議会の委員会がござい

ましたが、時期を見て作らなければ、今大きなサッカー場があるの

は、鹿児島市の中山と南さつま市が主になります。日置市はその間

にございますので、３ヶ所が一緒になって大きな大会ができるよう

になります。新聞報道にあるとおり、志布志、姶良、指宿がサッカ

ー場を作るということで、周りが作り出すと大会をそちらの方にも

っていかれてしまうので、今作って３ヶ所が一緒になれば常時使え

ると考えていますが、理解が得られない部分もあり、検討が続いて

います。 

委員会の審査の結果を、ここで報告したいと思います。平地課長

お願いします。 

平地課長：見直しの陳情が２件、推進の陳情が２件出ておりました。それ

ぞれの陳情に対して審議をしていただいて、結果として見直しの

方は不採択、推進の方が採択という結論が出ました。 

宇田局長：陳情書の１枚目と２枚目が見直しとなっていますが、事業自体

に対する反対ではないようです。旧吹上キャンプ村周辺の事業計

画につきましては、旧吹上町で平成２年から始まっておりまして、

平成６年から 12 年の間に 14.5ha を購入しており、既に２億 34

万円ほどが投入されており、市町村合併後に活用したいというこ

とでしたが、他の地域で継続されている区画整理などの大規模な

事業があったため、今回ようやく計画という段階になり、多目的

広場や人工芝サッカー場といった形で考えているところです。 

３枚目、４枚目は推進の陳情で、吹上地域の人たちから提出され

ています。見直しの方々も、手法が違うだけで、吹上を活性化させ
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たいという思いは同じということで受け止めております。そのよう

なことから、サッカー場、体育館の空調、自然を生かしたパークゴ

ルフ場等も含め両方作ることができればと。我々職員が知恵を絞っ

て考えていく必要があるのではないかと思っております。以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

この事業は推進段階なのですよね。 

田代教育長：正式には、陳情書があがって採択という流れになりますが、こ

ちらについては予算があがっておりません。６月に選挙がござい

ますので、その時に予算が出ることになっています。今回の陳情

書をどう扱うかといったことにより、今後どうなるかということ

が考えられております。 

内村委員長：分かりました。ありがとうございました。 

田代教育長：私からの報告は以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

 

４ 議事 

報告第 25 号平成 28 年度日置市一般会計補正（第 11 号）の市長への意見具

申について 

内村委員長：それでは、議事に入ります。 

報告第 25 号平成 28 年度日置市一般会計補正（第 11 号）の市長

への意見具申について説明をお願いします。 

松田課長：報告第 25 号平成 28 年度日置市一般会計補正（第 11 号）につい

て意見を求められ、臨時に代理し別紙のとおり回答したので、日置

市教育委員会の行政組織等に関する規則第 24 条第２項の規定によ

りこれを報告するものでございます。 

10 ページをご覧ください。 

補正予算は３月補正になります。10 款教育費でございます。 

補正前の予算が 33 億 570 万９千円を、34,571 千円減額し、32

億 7 千 113 万８千円とするものでございます。各項目についてはご

覧いただきたいと思います。 
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次に、11 ページの継続費補正でございますが、10 款教育費２項

小学校費の伊作小学校校舎改築事業になっておりまして、28 年度

10 億 7372 万１千円を、10 億 7321 万円とし、511 千円を減額する

ものでございます。平成 29 年度に送る 34,000 千円については外構

工事分でございます。 

次に、13 ページの繰越明許費、10 款教育費６項の日吉運動公園

管理運営費武道館耐震補強改修事業につきましては、県が行う耐震

審査委員会審議の影響で、平成 29 年度へ予算を送るものでござい

ます。 

それでは、教育総務課及び学校教育課所管の説明を申し上げます。

46 ページをご覧ください。 

３月補正につきましては、予算を減額するものが主でございます

ので、人件費や 500 千円未満のものにつきましては説明を省かせて

いただきます。 

10 款２項１目学校管理費でございます。11 節需用費の光熱水費、

1,354 千円の減額でございまして、市内の小学校光熱費の執行見込

によるもので、実績見込みにより減額補正をするものであります。

電気料の契約を、昨年８月に九州電力から日置地域エネルギー株式

会社に変更したため、１kw あたりの単価が安くなったことが原因

でございます。 

47 ページ 18 節、備品購入費は 1,150 千円の増額でございます。

美山小学校、土橋小学校、妙円寺小学校におきまして、平成 29 年

度特別支援学級の増設が見込まれる状況となったことから、備品購

入を行い学級開設の準備をするものでございます。増の予算はこの

１項目のみでございます。 

10 款２項２目教育振興費でございますが、14 節使用料及び賃借

料は 527 千円の減額となっています。これはパソコンのリース料を

減額するものでございます。 

次に、20 節扶助費は準要保護児童援助費の学校給食補助費 1,478

千円の減額でございます。準要保護児童援助費の執行予算がほぼ確
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定いたしましたので、不用残の減額でございます。平成 28 年度は

要保護児童 36 人、準要保護児童 258 人、合計 294 人となり、対前

年比で 21 人減となっております。認定した人数については、全体

で占める割合が 11％となっております。 

10 款２項３目学校建設費でございますが、13 節委託料は 3,444

千円の減額となっています。伊作小校舎建設監理業務委託、伊集院

北小学校の校舎改築実施設計業務委託、日置小学校校舎改築の実施

設計委託など、入札執行残の減額でございます。 

次に 10 款３項１目学校管理費でございますが、14 節使用料及び

賃借料は 602 千円の減額です。東市来地域における地区大会や、県

大会出場のためのマイクロバス借上げ料の不用残による減額補正

でございます。 

19 節負担金補助及び交付金は、800 千円の減額でございます。通

学用自転車購入補助や、九州大会、全国大会出場補助による減額補

正でございまして、通学用の自転車購入は 120 人が購入、九州大会

には５部活動、全国大会には１部活動が出場し、これによる不用残

が 800 千円となります。 

49 ページ 10 款３項２目教育振興費でございますが、20 扶補助費

が準要保護児童援助費の学校給食扶助費 1,559 千円の減額です。28

年度は要保護生徒 31 人、準要保護生徒 141 人、合計 172 人でござ

いまして、対前年比で 34 人減となっております。生徒全体に占め

る割合は 12.6％でございます。 

56 ページをご覧ください。 

10 款６項３目給食センター費でございます。７節一般賃金は 528

千円の減額です。執行見込による減額でございます。 

11 節需用費は光熱水費 3,545 千円の減額です。市内３センター

の執行見込による不用残の減額でございますが、先ほどと同様、日

置地域エネルギー株式会社に契約を変更したものと考えておりま

す。 

57 ページをご覧ください。 
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18 節備品購入費は 1,534 千円の減額でございます。真空冷却機

購入費の入札執行残でございます。以上で歳出の説明を終わります。 

次に歳入の説明をいたします。42 ページをご覧ください。 

14 款２項７目の教育費国庫補助金ですが、３節の幼稚園費国庫

補助金は 54 千円の減額で、事業管理システム開発費補助金の制度

改正に伴う執行額確定により、補助率によって 702 千円となりまし

た。その分が歳入として 54 千円の減額となっております。以上で

説明を終わります。 

平地課長：引き続き社会教育課所管の説明をいたします。 

50 ページをご覧ください。５項１目社会教育総務費でございま

す。 

主だったものとしては、普通旅費で韓国国際交流事業の中止に伴

う減額補正でございます。 

51 ページをご覧ください。 

公民館費ですが、13 節委託料 1,097 千円の減額については、４

地域の中央公民館に関する維持管理等の執行見込に伴う減額補正

でございます。 

４目文化振興費、15 節工事請負費については、伊集院文化会館

高圧ケーブル取り替え工事費に伴う減額補正でございます。 

53 ページをご覧ください。 

５目文化財費、19 節の負担金補助金及び交付金は、民族芸能伝

承活動支援事業費の執行残に伴う補正 1,960 千円の減額でござい

ます。 

55 ページをご覧ください。 

６項２目体育施設費ですが、11 節の需用費、光熱水費は各社会

体育施設の光熱水費の執行残に伴う減額補正でございます。 

次に、歳入についてですが、13 款の使用料及び手数料１項使用

料７目の教育使用料です。学校施設使用料、２節の社会施設使用料

は執行委見込に伴う減額、３目保健体育施設使用料は執行見込に伴

う増額補正でございます。 
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43 ページをご覧ください。 

18 款１項７目の地域づくり推進基金繰入金は、民俗芸能等伝承

活動支援事業の歳出における減額補正でございます。以上で説明を

終わります。 

内村委員長：ありがとうございました。 

53 ページ 10 款の 19 節、負担金及び補助交付金の、民俗芸能等

伝承活動についてですが、14,000 千円に対しまして 1,960 千円余

ったということですが、これはどういうことですか。 

平地課長：執行残が出ておりますが、これは隔年で実施する団体や復活し

た団体に 500 千円補助をしますが、今回復活した団体がなかった

ために実績として減額をしております。 

内村委員長：ありがとうございました。 

比良委員：光熱水費が会社変更になったということですが、九州電力から

変わるということですか。 

松田課長：これまで九州電力から電力を頂いておりましたが、電力の自由

化により、日置地域エネルギーから購入することによって、１kW

あたりの単価が 10 円から 15 円くらい変わってきまして、その分

が執行残となります。 

内村委員長：他にございませんか。 

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、報告第 25 号平成 28 年度日置市一般

会計補正（第 11 号）の市長への意見具申については、承認いた

しました。 

【報告第 25 号 承認】 

 

報告第 26 号平成 29 年度日置市一般会計当初予算の市長への意見具申につ

いて 

内村委員長：続きまして、報告第 26 号平成 29 年度日置市一般会計当初予算

の市長への意見具申について説明をお願いします。 
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松田課長：説明の前に、委員の皆様には平成 29 年度教育委員会当初予算概

要という資料をお配りしております。これから読み上げるものは早

口で説明してまいりますので、分からないところについては資料を

見ていただきますようお願いします。 

報告第 26号平成 29年度日置市一般会計当初予算について意見を

求められ、臨時に代理し別紙のとおり回答したので、日置市教育委

員会の行政組織等に関する規則第 24 条２号の規定により報告する

ものでございます。 

69 ページをご覧ください。 

10 款教育費の当初予算が 20 億 8 千 3 百 95 万 9 千円とするもの

でございます。内訳として、１項教育総務費が 2 億 6 千 8 百 44 万

7 千円、２項小学校費が 6 億 173 万 9 千円、３項の中学校費が 2 億

1 千 457 万 5 千円、４項の幼稚園費が 1 億 3867 万 3 千円、５項の

社会教育費が 4 億 242 万 1 千円、６項の保健体育費が 4 億 5810 万

4 千円となっております。 

75 ページをご覧ください。 

一般会計歳出の総額ですが、10 款教育費今年度予算額が 20 億

8395 万 9 千円に対し、前年度予算額 30 億 8 千 183 万 1 千円で、9

億 9787 万 2 千円の減額となっています。これは伊作小学校の建設

費が前年度に入ったことの影響でございます。 

それでは、教育総務課・学校教育課所管に係る分で説明をいたし

ます。139 ページをご覧ください。 

先ほど同様、人件費予算及び昨年と同じ内容の事業については説

明を省かせていただきます。 

10 款１項１目教育委員会費では、１節では教育委員４人分の報

酬 2,206 千円になります。平成 27 年４月１日に改正されました地

方教育行政の組織及び運営に関する法律により、現在の教育長の４

年の任期満了に伴い、新制度に移行することとなります。教育委員

長と教育長を一本化した新教育長の３年任期が 29 年度から始まり
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ます。それに伴い、現在の教育委員長は教育委員となり、月額報酬

が下がることから、９カ月 13 万 7,700 円が減額となっています。 

それから、９節の旅費の費用弁償 287 千円は、教育委員４人の研

修会費でございます。今年度は九州地区市町村教育委員会研修会が、

隔年実施の開催年となり、今年は開催されるため、費用が 86 千円

増となります。 

11 節需用費 105 千円は、教職員歓迎会の経費が主になります。 

19 節負担金補助及び交付金 303 千円は、九州都市教育長協議会

会員市負担金 5,000 円を始め 10 件の負担金、先ほど費用弁償でも

ありましたとおり、九州地区市町村研修大会が隔年実施されますの

で、その分の増となります。 

２目の事務局費ですが、１節の報酬 25,043 千円は、外国青年招

致事業費で、外国語指導助手４人の報酬と、非常勤職員報酬では障

害者雇用１人と教育専門員雇用１人は、平成 28 年３月９日に施行

されました、日置市一般職非常勤職員等の任用・勤務状況に関する

条例によりまして、これまで７節に賃金をもっておりましたものが、

１節の報酬に賃金が入るという改正がされましたので、１節の報酬

については増額しております。 

141 ページをご覧ください。 

８節の報償費 5,277 千円ですが、謝金の事務局総務管理費では、

吹上高校活性化対策協議会、日吉地域小学校再編準備委員会などの

謝金がございます。教育指導費の主なものは、就学児健康診断の医

師謝金や、学習アシスタント派遣事業、ひおきふるさと教育検定問

題作成委員謝金、事業実践協力校の外部指導講師謝金が新規になっ

ております。 

11 節需用費は、17,908 千円の計上で、その内消耗品が 9,791 千

円でございます。昨年は新学習指導要領の全面改定により、中学校

教科用の指導書分を計上しておりましたが、29 年度はその分が減

額になっております。 
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教育指導費では、新たに中学校学力適応性検査用紙代、中学校進

路適性診断システム用紙代、Ｑ－Ｕ（ｈｙｐｅｒ）検査用紙代など

を追加し、指導の充実に努めることとしています。 

それから、印刷製本費、教育指導費ではわが町ひおき検定問題集、

ひおき学学習ハンドブック、日置市環境学習ブックなどの印刷製本

を新たに見込み、ひおきふるさと教育の充実を図ることとしており

ます。 

146 ページの 13 節委託料は、1,478 千円で、その他委託料の事務

局総務管理費は、新規事業として平成 30 年度に開校する日吉小学

校校歌の作詞・作曲に 1,080 千円を計上いたしました。 

18 節備品購入費は 1,600 千円で、チェスト行けひおきっ子事業

に伴う体育施設の充実を図るため、今年度は上市来小学校と上市来

中学校の２校に体育施設を設置するものでございます。体力測定結

果が県平均に届かない部分の強化のため、毎年度各中学校校区に年

次的に配置を進めていく予定でございます。 

19 節負担金補助及び交付金は、10,222 千円の計上ですが、外国

青年招致事業費で、ＪＥＴ外国青年招致事業会費として渡航費用２

人分、来日後オリエンテーション１人分を見込んでおります。平成

29 年８月に伊集院地域のメイル・ディビッドが５年を終えまして

帰国する費用と、新たなＡＬＴを迎えるための渡航費用が入ってお

ります。 

教育指導費の方では、中体連のソフトボール全国大会を日置市で

開催予定のため、2,000 千円の負担金を計上しております。 

148 ページをご覧ください。 

教育指導費では、総合的学習補助金、通常分を減額しまして、新

たにひおき学分を計上し、これまでの総合的な学習に加え、ひおき

学をより推進していく予算になっています。 

150 ページをご覧ください。 



 

15 

 

10 款２項１目学校管理費では、13 節委託料 30,658 千円が対前年

比で 3,860 千円の増額です。主な要因は、新たな日吉小学校の案内

看板や、校旗の作成委託等が主になっています。 

15 節工事請負費は 44,409 千円で、対前年比で 1,160 千円の増額

です。単独事業としては、土橋小学校の校舎屋根防水工事、妙円寺

小学校の変電設備等改修工事、湯田小学校の屋内運動場屋根シーリ

ング修繕工事、和田小学校のプール塗装改修工事等を計上しており

ます。 

17 節公有財産購入費は 905 千円で、新たな日吉小学校の開校に

あたり、日置小学校の駐車場が狭くなることから、現在の駐車場南

側（土地開発基金で購入していたもの）を買い戻すものでございま

す。面積は 266 ㎡で、㎡辺り約 3,533 円という金額で購入しており

ます。 

19 節負担金補助及び交付金は、14,807 千円で、前年比 11,760

千円で増額です。増額費は日吉の再編に伴うもので、制服の購入補

助金を４校区に補助するものでございます。金額は１人当たり 40

千円でございます。閉校の補助金は、皆田小や扇尾小に習い編成し

たものでございます。 

10 款２項２目教育振興費の、８節報償費 1,764 千円につきまし

ては、理科観察実験アシスタント謝金を、昨年の９校から 12 校と

してさらなる理科教育の充実に努めるものでございます。  

14節の使用料及び賃借料 40,790千円の計上は、対前年比で 4,650

千円の増額で、日置市ＩＣＴ環境整備の増額や、新たに日吉地域小

学校ＩＣＴ環境整備（校務・生徒分離用保守システム）などでござ

います。 

18 節備品購入費は 7,389 千円の計上で、教材用備品・図書の購

入で例年どおりの予算でございます。 

理科教育等設備整備事業費 750 千円は、鶴丸小学校、美山小学校、

妙円寺小学校に 250 千円の配分を行います。年次的に計画を進めて

いるところです。 
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20 節の扶助費は 17,180 千円で、例年どおりでございます。補助

事業は 1,262 千円で、要保護児童の旅行費、医療費と、特別支援教

育就学奨励費の学用品費、給食費など、それぞれ 35 人分でござい

ます。 

単独事業 15,918 千円は、準要保護児童に係る援助費で、学用品

費 300 人分、通学用品費 250 人分や学校給食扶助費 275 人分となっ

ております。 

10 款２項３目の学校建設費ですが、13 節委託料は投資的委託料

で 4,502 千円を計上し、伊集院北小学校校舎改築に係る管理業務と、

日置小校舎の増築工事管理業務の２件です。 

15 節工事請負費は補助事業で、伊作小１期外講工事と、伊集院

北小学校校舎改築工事の２件で 91,634 千円、単独事業では、伊作

小の補助対象外工事になります２期の外講工事と、日置小校舎増築

工事費の２件で 95,055 千円でございます。 

19 節負担金補助及び交付金では、584 千円の計上で、伊集院北校

区の市水が敷設されたことや、校舎改築に伴い、これまでの地下水

の利用から市水に切り替えるものでございます。 

13 節委託料は、19,816 千円の計上で、小学校管理費と同様、投

資的委託料が昨年と比較して多くなっております。 

15 節工事請負費の 12,431 千円は、土橋中学校、日吉中学校のつ

りさげ式バスケットゴールの撤去工事他４件分でございます。 

18 節備品購入費、1,000 千円未満のものでは、4,508 千円の計上

で日吉中のパソコン教室エアコン修繕が主なものでございます。各

支所の生徒用机・いすなども購入予定でございます。 

19 節負担金及び交付金の 5,782 千円は昨年度と同様でございま

す。補助金及び交付金は通学費補助で 114 人分の 3,420 千円、各種

競技の九州全国大会出場補助は 600 千円を計上しています。 

10 款３項２目の教育振興費８節報償費謝金では新規で 143 千円

を計上いたしました。伊集院北中学校の要望によりまして配置する

理科観察実験アシスタントの謝金でございます。 
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20 節扶助費は、16,150 千円の計上で、例年と同様でございます

が、補助事業は 922 千円で、要保護児童の修学旅行費、医療費 15

人分と、特別支援教育就学奨励費の学用品費と給食費 17 人分でご

ざいます。 

単独事業 15,228 千円は、準要保護児童に係る援助費で、学用品

費 147 人分、通学用品費 100 人分、学校給食費 179 人分を計上して

います。 

10 款４項１目幼稚園費、１節の報酬は 4,905 千円で、非常勤職

員の報酬は賃金からの移行も含めて計上しております。  

13 節委託料の 5,005 千円は、東市来幼稚園の園児送迎業務委託

でございます。 

19 節の負担金及び補助交付金 43,140 千円の計上で、負担金は例

年どおりでございますが、伊集院地域の園が認定こども園になるこ

とに伴いまして、幼稚園の就園奨励費が 13,000 千円ほど減額とな

っております。 

10 款６項３目給食センター費でございますが、１節報酬 60,602

千円の計上で、３センターの運営委員会、委員報酬は変わりござい

ませんが、小中学校の管理費同様７節の賃金から以降となりました

ものが非常勤職員の報酬として加わっております。給食センターに

おきましては以前にも説明いたしましたが、センターの職員が年次

的に定年退職を迎えることから、一時は外部委託の方向も検討して

まいりましたが、地元住民の雇用などの面から直営で運営すること

を決定したところでございます。平成 28 年度末で東市来センター

の２名が定年退職することから、東市来センターには統括調理員、

主任調理員という非常勤職員の格付けを行い、各１名ずつ雇用して

正職員不在の穴を埋める役割で安定した調理作業を確保するもの

でございます。 

18 節の備品購入費 1,714 千円は、１件 1,000 千円未満のもので、

伊集院センターでは給食用のコンテナ２台、東市来センターではラ

イスチェッカーを購入予定でございます。以上です。 
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平地課長：続いて、社会教育課所管の当初予算説明をいたします。 

別冊の 19 ページをご覧ください。 

社会教育関係については新たな事業を行う予定はございません

が、今年度に引き続き予算額の上限はございます。 

社会教育係については、青少年リーダー研修を天草で実施したい

と考えております。 

④のその他については、社会教育指導員が任期満了に伴いまして

２名新規任用となります。 

それから、全国おやじサミット鹿児島大会を 11 月４日に開催予

定でございます。 

図書館係につきましては、連携中枢都市圏連携事業ということで、

鹿児島市、姶良市、いちき串木野市、日置市で総互貸借ができるよ

うになりました。４月１日から始める予定でございます。  

それから、ひよし図書館が開館１周年ということで、記念イベン

トを予定しております。 

文化係ですが、民俗芸能等伝承活動支援事業については、引き続

き新年度も実施いたします。また、職員の退職に伴って学芸員が欠

員となっておりましたが、臨時職員を配置する予定でございます。 

スポーツ振興係ですが、鹿児島国体の準備・運営事業として

1,641 千円を計上しておりますが、４月から国体推進係を新規に設

けて係長が１名就任する予定でございます。 

主だった事業ですが、本庁関係では伊集院総合体育館の動力変圧

器の取替え 3,400 千円、伊集院総合運動公園の三種公認に係る備品

購入ということでございます。 

支所におきましても、日吉のテニスコート人工芝の張替 23,500

千円、吹上浜公園体育館屋根の改修ということで、設計委託と改修

工事 18,000 千円を計上しております。以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

今説明がございましたが、何かご意見ご質問はございませんか。 
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比良委員：予算の中で、ソフトボールの全国大会というものがございまし

たが、どこの会場を使用するのですか。 

豊永課長：開会式はこの文化会館で、会場は東市来の運動公園でございま

す。 

内村委員長：私からも質問なのですが、おやじサミットについてはいつ開催

予定なのですか。 

平地課長：開催は２、３年先を予定しておりますが、前回の東京開催では、

ぜひ鹿児島でも開催してほしいということでした。15 日に県ＰＴ

Ａの委嘱公開がございますので、その日にちに合わせて開催したい

と思います。規模的には全国大会となっておりますが、100 人から

200 人の規模となっております。 

内村委員長：他にございませんか。 

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、報告第 26 号平成 29 年度日置市一般会

計当初予算の市長への意見具申については、承認いたしました。  

【報告第 26 号 承認】 

 

報告第 27 号日置市奨学金貸付基金条例の一部改正に係る市長への意見具

申について 

内村委員長：続きまして、報告第 27 号日置市奨学金貸付基金条例の一部改正

に係る市長への意見具申について説明をお願いします。  

松田課長：報告第 27 号日置市奨学金貸付基金条例の一部改正について意見

を求められ、臨時に代理し別紙のとおり回答したので、日置市教育

委員会の行政組織等に関する規則第 24 条第２項の規定により報告

するものでございます。 

200 ページをご覧ください。 

奨学基金貸付条例改正によるシミュレーションということで書

いてございます。今回の改正につきましては、大学生等の貸付額を

左下に書いてございますが、高校生について条例改正はございませ

ん。大学生に関する貸付額は、現行の 20 千円から 40 千円に増額さ
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れます。さらに、在学を終えて日置市に住んでいただいて 10 年を

経過すれば、貸付額の半分は免除されるという制度でございます。 

平成 29 年の３月に高校を卒業し、資格要件として、大学高専等

以上の学校に入学しようとするもの、大学高専等を卒業後日置市に

５年以上住所を有し、県内に就業する意思があるもの、保護者が日

置市に住所があり、その地に在住していること、学業及び人物が優

秀であると認められるもの（５段階評価の概ね 4.5 以上）、経済的

理由により学費の支弁が困難であると認められること、奨学資金の

返還について確実でありかつ確実な連帯保証人を有すること、他の

奨学金の貸付を受けていないこと、本人、保護者及び連帯保証人が

市税の徴収金に対して滞納がないことを条件として募集いたしま

す。 

３月の議会で条例改正について可決を得ておりますので、４月に

なりますと大学進学奨学資金の申込みを交付し、５月に市の奨学生

選考委員会を開催いたします。６月から貸付開始ということで、こ

こから４年間貸付となります。 

平成 33 年３月に大学を卒業されますが、この時点で貸付の総額

は 1,920 千円になります。33 年４月には就職をしていただきます

が、この時の条件として市内又は県内の企業等に勤務をすること、

日置市に住所を置いていることとなります。 

貸付金の償還を開始するときには、５年の償還額 192 万円の５年

分である 960 千円を返還していただきます。それから５年経って、

平成 38 年４月になりますと、返還以降も日置市に住んでいただい

た場合に、市内又は県内の企業に住職しており、日置市に住所を有

していると、残りの５年間は償還しなくてよいという制度になって

います。 

最終的には、平成 43 年３月まで県内で働き、日置市に住所を置

いていた場合には、総額の半分である 960 千円が免除されます。途

中でこの条件から外れた場合は、対象月までしか免除されないとい

うことになります。以上です。 
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内村委員長：ありがとうございました。 

今説明がございましたが、何かご意見はございませんか。  

比良委員：最近、お金を対象者に差し上げる制度が増えていますので、日

置市も貸与等を考えても良いのかなと思います。 

内村委員長：大学生は通常４年間で卒業となりますが、万が一留年などがあ

った場合はどうなるのですか。 

松田課長：４年間分しか対応しておりません。 

今回の条例改正の費用額につきましては基金として１億 2,000

千円ございますが、そこから 25,000 千円ほど使います。１年に５

人、５年間継続と考えて 25 人に対応した場合、25,000 千円ほどが

減額となります。 

内村委員長：他にございませんか。 

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、報告第 27 号日置市奨学金貸付基金条

例の一部改正に係る市長への意見具申については、承認いたしまし

た。 

【報告第 27 号 承認】 

 

議案第 22 号日置市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部改正につ

いて 

内村委員長：続きまして、議案第 22 号日置市教育委員会の行政組織等に関す

る規則の一部改正について説明をお願いします。 

馬場係長：日置市教育委員会の行政組織等に関する規則の一部を別紙のと

おり改正いたします。 

提案理由といたしましては、事務分掌を変更するため、規則の一

部を改正したいので、日置市教育委員会の行政組織等に関する規則

第 10 条第３号の規定により提案するものでございます。 

203 ページをご覧ください。 

新旧対照表で説明を申し上げます。左が改正後、右が現行でござ

います。13 号と 14 号をご覧いただきたいと思いますが、教育総務
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係で現在行っている教育財産の取得・処分管理並びに整理に関する

こと、14 号の教育財産台帳の整備及び保管に関すること。これら

については、分章上は教育総務係となっておりますが、実務上は教

育施設管理係で実施しておりますので、そちらの方を削除いたしま

す。 

変わりまして、13 号の教職員住宅の設置及び廃止に関すること

については事務手続きの事務分掌でございますので、教育施設係か

ら教育総務係に変更いたします。 

204 ページをご覧ください。 

教育施設係の事務分掌になります。第５号の、教職員住宅の設置

及び廃止に関することが削除されまして、教育財産の取得にある第

５号と第６号が挿入されたものでございます。 

最後に、社会教育課の文化係ですが、現行の９号、国民文化祭に

関することについては、実施しておりませんので削除いたします。 

改正については、平成 29 年４月１日から実施いたします。以上

です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

今説明がございましたが、何かご意見はございませんか。  

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、議案第 22 号日置市教育委員会の行政

組織等に関する規則の一部改正については、可決いたしました。  

【議案第 22 号 可決】 

 

議案第 23 号日置市立小・中学校閉校及び開校記念事業費補助金交付要綱の

制定について 

内村委員長：続きまして、議案第 23 号日置市立小・中学校閉校及び開校記念

事業費補助金交付要綱の制定について説明をお願いします。  

馬場係長：日置市立小・中学校閉校及び開校記念事業費補助金交付要綱を

別紙のとおり制定するものでございます。 
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提案理由といたしましては、日吉地域内の小学校の閉校及び日吉

小学校の開校に伴う記念事業実施のために要綱を制定したいので、

日置市教育委員会の行政組織等に関する規則第 10 条第３号の規定

により提案するものでございます。 

216 ページをご覧ください。 

基本的には、日吉地域の小学区の再編に伴う交付要綱になります

が、今後も再編計画がございますので、大きく対象を広げて、日置

市立の小・中学校ということで交付要綱を定めたところでございま

す。 

第１条の趣旨でございますが、日置市立小学校・中学校の閉校又

は開校に伴い、その記念の事業を円滑に実施するために予算を定め

るところにより、団体に対して補助金を交付するところでございま

す。 

第２条の補助交付団体でございますが、こちらは第１項に学校の

代表、第２項に児童生徒の保護者の代表、第３号に地区公民館の代

表、第４号に前号で認めるもののほか当該団体が必要と認めるもの

で組織された団体について公布するものでございます。 

第３条は補助対象経費及び補助金額でございますが、交付対象と

なる経費は、第１号が閉校又は開校記念式典に係る経費、第２号が

閉校記念碑建立に係る経費、第３号が閉校記念誌作成にかかる経費、

第４号がその他閉校又は開校記念事業に必要な経費となっていま

す。 

第２項で、補助金額は予算で定める額としております。  

第４条では補助金の交付申請、第５条は決定の通知、第６条は実

績報告、第７条は補助金の額の確定、第８条は補助金の概算払い、

第９条が補助金の交付となっています。 

219 ページ以降は、それらの交付申請から確定通知に係るまでの

様式となっています。告示については平成 29 年４月１日から施行

するものでございます。以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 
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今、説明がございましたが、何かご意見はございませんか。 

比良委員：記念碑等の上限金額は考えていますか。 

馬場係長：交付要綱にもございますとおり、予算の範囲内で交付しますの

で、予算要求の中で協議させていただきます。 

松田課長：補助金の額が１校当たり 1,100 千円という形で見込んでおり、

これまでは工事請負費ということで１校に 500 千円という形で交

付しておりましたが、記念碑や切手代などの経費を個別に市が支

出するのは使い勝手が悪いということで、補助金として閉校実行

委員会に差し上げるということでございます。 

内村委員長：他にございませんか。 

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、議案第 23 号日置市立小・中学校閉校

及び開校記念事業費補助金交付要綱の制定については、可決いたし

ました。 

【議案第 23 号 可決】 

 

議案第 24 号日置市日吉地域小学校再編に係る指定制服等購入事業費交付

金交付要綱の制定について 

内村委員長：続きまして、議案第 24 号日置市日吉地域小学校再編に係る指定

制服等購入事業費交付金交付要綱の制定について説明をお願いし

ます。 

馬場係長：議案第 24 号日置市日吉地域小学校再編に係る指定制服等購入事

業費交付金交付要綱を別紙のとおり制定いたします。 

提案理由といたしましては、日吉地域小学校の再編に伴い、指定

制服等の購入にかかる費用を交付するため要綱を制定したいので、

日置市教育委員会の行政組織等に関する規則第 10 条第３号の規定

により提案するものでございます。 

228 ページをご覧ください。 
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昨年度、扇尾小学校の閉校に伴う指定制服の購入交付金の補助金

交付要綱を制定いたしましたが、それに習いまして今回日吉小学校

の補助金交付要綱を定めたところでございます。 

第１条の趣旨でございますが、日置小学校、住吉小学校、日新小

学校、吉利小学校の再編により、新たに設置する日吉小学校の指定

制服等を購入した児童の保護者に対して、予算の範囲内で補助金を

交付するものでございます。 

第２条の交付対象者ですが、交付の対象となるものは現日吉地域

の小学校に在籍する児童の保護者といたします。 

第２号で、交付金の交付対象となる経費は、日吉地域小学校が指

定する制服、体操服、その他通学及び学校生活において教育委員会

が必要と定める用品となります。 

第３項の交付金の額ですが、基本的には 40 千円以内となってい

ます。 

第３条では交付金の交付申請、第４条では交付決定及び交付金の

額の確定、第５条は交付金の交付となっています。 

230 ページ以降は交付申請等の様式となっております。この告示

は平成 29 年４月１日から施行するものでございます。また、平成

30 年３月 31 日限りで効力を失うものとしております。以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

今、説明がございましたが、何かご意見はございませんか。  

比良委員：その他必要なものということで、何か考えられるものはあります

か。 

馬場係長：考えているものとしては、夏服や帽子などで考えています。40

千円については、制服がブレザー型に決定いたしましたが、今の

イートン型と比べて少し金額が上がってまいります。体育服と夏

服を含めて計算すると大体 40 千円で収まるといったことから設

定しています。 

内村委員長：他にございませんか。 
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折田委員：この交付要綱とは直接関係ないかもしれませんが、例えば６年

生で今までの制服を着ても良いということはあるのでしょうか。  

馬場係長：どの時点から新しい制服を着用して通学するのかは、まだ結論が

出ておりません。再編された学校においては、しばらくの間旧制服

を着させて通学させる学校もあれば、制服を新しくしてスタートさ

せる学校もございますので、総務部会でも協議をしております。 

内村委員長：他にございませんか。 

比良委員：２、３人の子どもが違う制服を着ていると、目立つ人にちょっ

かいを出すなどが見受けられた学校がありました。参考にしてい

ただければと思います。 

内村委員長：他にございませんか。 

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、議案第 24 号日置市日吉地域小学校再

編に係る指定制服等購入事業費交付金交付要綱の制定については、

可決いたしました。 

【議案第 24 号 可決】 

 

議案第 25 号日置市立中央公民館長等の任命について 

内村委員長：続きまして、議案第 25 号日置市立中央公民館長等の任命につい

て説明をお願いします。 

平地課長：日置市立中央公民館長、日置市立中央図書館長及び社会教育指

導員に別紙のとおり任命するものでございます。 

提案理由といたしましては、任期満了に伴い日置市立中央公民館

長、日置市立中央図書館長及び社会教育指導員を任命したいので、

日置市教育委員会の行政組織等に関する規則第 10条第 19号の規定

により提案するものでございます。 

234 ページをご覧ください。 

新屋盛美氏は、現在中央図書館長をされておりますが、引き続き

となります。 
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春田睦男氏は、日置市立中央公民館長をされておりますが、引き

続きとなります。 

以降は社会教育指導員となります。兒玉宏行氏については、日吉

支所の方で勤務をしていただいております。奥善一氏については、

27 年４月に伊集院北小学校教諭を経て、28 年４月から、日置市社

会教育委員として勤務しております。 

大木節夫氏については、現在神村学園中等部副部長ということで

すが、４月より社会教育指導員として勤務していただきます。 

古川淳一氏については、現在上市来中学校の教諭を務めておりま

す。この２名が新たに社会教育指導員として勤務となります。以上

です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

今、説明がございましたが、何かご意見はございませんか。  

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、議案第 25 号日置市立中央公民館長等

の任命については、可決いたしました。 

【議案第 25 号 可決】 

 

議案第 26 号第三次日置市子ども読書活動推進計画について 

内村委員長：続きまして、議案第 26 号第三次日置市子ども読書活動推進計画

について説明をお願いします。 

平地課長：第三次日置市子ども読書活動推進計画を策定したので、別紙の

とおり審議に付するものでございます。 

提案理由といたしましては、子どもの読書活動の推進に関する法

律第９条第２項に基づき、第三次日置市子ども読書活動推進計画を

策定したので、日置市教育委員会の行政組織等に関する規則第 10

条第１号の規定により提案するものでございます。 

計画の内容については記載しておりますが、簡単に説明をさせて

いただきます。 
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第二次の日置市子ども読書活動推進計画が終了することに伴い、

第三次日置市子ども読書活動推進計画を策定したものでございま

す。 

策定にあたってパブリックコメントを実施しましたが、市民から

のご意見はございませんでした。 

第二次推進計画では、計画策定の趣旨のみ記載しておりましたが、

第三次では第一章を「第三次推進計画策定にあたって」とし、策定

の趣旨に計画の位置付けを加え、日置市教育基本計画における位置

付けを記載しました。 

第二次推進計画では、第二章の「第一次計画による取組状況」を

１ページに集約し、具体的内容を明記しておりませんでしたが、今

回は具体的内容を明記しております。 

第３章は、基本的な考え方として、目標と基本方針を記載してお

ります。 

第４章は、読書活動推進のための方策ということで、家庭におけ

る子どもの読書活動として、家庭における取組みと家庭への支援を

記載しています。第二次推進計画では、家庭の役割と議会の促進と

して記載しておりましたが、第三次推進計画では、子どもが生涯に

渡って読書週間を身につけていくために読書環境を充実させてい

くことが重要とし、そのための家庭での実践を行い、子どもが本と

触れ合うきっかけづくりに取り組みます。子どもの読書に対する興

味や関心を引き出したり、家族間のコミュニケーションを深めたり

します。 

そのための家庭への支援として、ブックスタート事業やお話会、

情報発信などの支援策を記載しております。学校等における子ども

の読書活動についても、幼稚園、保育園、認定こども園、学校にお

ける推進と支援先について記載しています。 

子どもの読書活動に対する整備と啓発広報の推進では、市立図書

館や学校図書館の整備・充実の中、平成 28 年４月１日に施行され

た、障害者差別解消法に基づくサービスの向上を記載しています。 
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学校に関する法律については、学校教育課と連携しています。  

子ども読書活動の啓発推進では、読書活動推進活動の啓発広報、

各種情報の収集、提供に備え、優れた取組みを推奨することで、関

心と理解を深めることといたしました。また、今回、日置市民総ぐ

るみの読書活動推進計画も盛り込んでおります。 

計画の内容を大まかに説明させていただきましたが、詳細につい

ては割愛させていただきます。以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

今、説明がございましたが、何かご意見はございませんか。  

比良委員：246 ページの表の最後にも、平成 26 年から第三次市子ども読書

活動推進計画と書いてございますが、どういうことでしょうか。  

平地課長：これは県の子ども読書活動推進計画でございます。日置市のもの

ではありません。 

内村委員長：毎年、成人式でも新成人の皆さんが本を贈呈していますが、本当

に大事なことだと思います。 

比良委員：これまでも、子ども読書活動推進大会などを開催し、作家の方が

講演会を行うなど充実しているようなので、ぜひ続けていただきた

いと思います。また、学校内でもたくさん本を読んでいる人を褒め

たりなどが行われていますので、ぜひ取組みを進めていただきたい

と思います。 

内村委員長：他にございませんか。 

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、議案第 26 号第三次日置市子ども読書

活動推進計画については、可決いたしました。 

 

５ その他 

日置市いじめ問題専門・調査委員会について 

藤田指導主事：２月 13 日に、いじめ問題専門・調査委員会が行われました。 
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前回の協議としては、条例について、日置市の状況・取組みにつ

いて、子どもの自宅における状況調査についてということで、主な

ことについて説明したいと思います。 

重大事態発生時の対応について協議を行いましたが、日頃から連

絡協議会において関係機関の連携の強化を図り、専門調査委員会に

おいて、専門的な提言を頂き、重大事態が発生した場合は臨時で専

門調査委員会を開きますが、それでも対応できない場合は、総合調

査委員会を開くという流れを確認したところです。 

それでも対応できない場合は、市長部局の問題総合調査委員会を

開くということです。 

また、昨年度の問題行動調査結果が載っていますが、いじめが最

多であったということと、不登校が長期化しているということが問

題として挙げられています。 

このような記事も含めて、全国や日置市の対応をしたうえで、重

大事件の対応や、いじめのニーズに関する意識の高まりが課題とな

っております。 

日置市の対応については、各学校において対応がなされていると

ころです。 

出された意見や提言としては、いじめ防止対策基本方針を「しっ

かりとみんなが理解しているか」「それに基づいて対応ができてい

るか」という質問がございました。 

これについては、組織はできていても、個人の理解が進んでいな

いところがありますので、引き続き教職員の資質向上の取組みをし

たいと思っています。 

次に、いじめの件数が激減しているということだが大丈夫か、と

いう意見についてもしっかりと各学校に調査をしてほしいとお願

いしています。 

３番目に、人権の花運動等の人権教育との連携を進めてほしいと

いうことでした。全体的な取組みまでは高まっていないので、全体

的な高まりを啓発していきたいと思います。 
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４番目に、生活困窮家庭の対応はどうか。 

特に、朝ご飯を食べられなかったり、服が汚れているといったい

じめにつながりうるケースなどの対応はどうしているのかという

ことについては、子ども支援センターとの連携を行っています。  

最後に、自殺が起きた際のカウンセリング体制は大丈夫なのかと

いうことに関しては、子ども支援センターでもカウンセラー２名を

配置し対応しています。 

以上です。 

内村委員長：ありがとうございました。 

今、説明がございましたが、何かご意見はございませんか。  

比良委員：平成 27 年度のいじめが増加し、28 年度は減っていますが、これ

は文部科学省が細かく調査をしたということでしょうか。 

それから、不登校の数が増えつつありますが、今後の見通しはあ

りますか。 

藤田指導主事：平成 27 年度は認知件数が高まったのだと考えていますが、平成

28 年度はその調査がなかったことで、子どもが自分から言う機会

がなかったのだと思われます。 

年間３回以上のアンケートを行っていますので、それについては  

各学校に精査をしていただいているところです。 

不登校については、早期対応ということが言われておりますので、

中学校にウェイトを置いた体制をしておりますが、今後は小学校

にも行う必要があると考えております。 

内村委員長：他にございませんか。 

（異議なし） 

内村委員長：異議がないようですので、以上で議事を終了いたします。  

その他他にございませんか。 

（事務局より説明） 

 

６ 閉会 
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内村委員長：以上をもちまして、平成 28 年度３月の定例教育委員会を終了い

たします。お疲れ様でした。 

 

終了 

 

 

署名委員          ㊞ 

 

署名委員          ㊞ 


